
山口市中小企業融資制度 

資 金 の 概 要 

中小企業季節資金 

目 的 
 

市内中小企業者が必要とする夏場資金、年末資金の円滑な

融資により企業経営の安定を図り、もって本市産業の振興発

展に寄与する。 
 

 

 

融資対象 
 

次の要件を満たす中小企業者（会社・個人、ＮＰＯ法人） 

1. 市内に住所及び事業所を有する個人、または、市内に主た

る事業所を有する法人 

2. １年以上継続して同一事業を営んでいるもの 

3. 商品仕入、諸決済（支払手形、買掛金及び未払金の決済）

及び賞与支給等のため、夏場・年末において一時的に資

金を必要とするもの 
 

 

 

融資条件  

 

 

資金使途 運転資金 

 

融資限度額 ５００万円 

融資期間 ６か月以内（一括返済） 

融資利率 年２．０％ 

保証料率 信用保証は不要 

保 証 人 取扱金融機関の定めるところによる 

担 保 必要に応じて徴求する 

申 込 期 間 
（夏場）４月１日～７月３１日 

（年末）１１月１日～３月３１日 

 

 


